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柏 崎 市 看 護 師 養 成 所 入 学 祝 い 金 交 付 要 綱  

令 和 ４ 年 ４ 月  １ 日   制  定  

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日  一 部 改 正  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 の 看 護 師 養 成 所 に 入 学 す る 学 生 を 支 援 す る

こ と に よ り 、 市 内 の 病 院 等 に 勤 務 す る 看 護 師 確 保 の 促 進 を 図 る こ と

を 目 的 に 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 、入 学 祝 い 金 を 交 付 す る も の と し 、

そ の 交 付 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年

規 則 第 ２ ９ 号 。以 下「 交 付 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、こ

の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  看 護 師 養 成 所  保 健 師 助 産 師 看 護 師 学 校 養 成 所 指 定 規 則 （ 昭 和

２ ６ 年 文 部 省 令 厚 生 省 令 第 １ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 さ れ る 学 校 を い う 。 

⑵  看 護 師  保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ３ 号 ）

第 ２ 条 か ら 第 ６ 条 ま で に 規 定 さ れ る 者 で 、 か つ 、 同 法 第 ２ 条 、 第

３ 条 、 第 ５ 条 又 は 第 ６ 条 に 規 定 す る 業 務 を 行 う 者 を い う 。  

（ 交 付 対 象 者 の 資 格 ）  

第 ３ 条  入 学 祝 い 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

⑴  新 た に 市 内 の 看 護 師 養 成 所 に 入 学 す る 者  

⑵  市 税 の 滞 納 が な い 者  

⑶  入 学 祝 い 金 の 返 還 が 生 じ た 場 合 の 連 帯 保 証 人 と し て 、 成 人 し た

親 族 等 １ 人 を 立 て ら れ る 者  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  入 学 祝 い 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う 。）は 、市 内 の 看 護 師 養 成 所 に 入 学 し た 日 か ら ６ ０ 日 以 内 に 柏 崎 市

看 護 師 養 成 所 入 学 祝 い 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に 必 要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 入 学 祝 い 金 交 付 又 は 不 交 付 の 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 書
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類 の 審 査 を 行 い 、 速 や か に 入 学 祝 い 金 を 交 付 す る か ど う か を 決 定 し 、

交 付 す る 場 合 に あ っ て は 柏 崎 市 看 護 師 養 成 所 入 学 祝 い 金 交 付 決 定

通 知 書 兼 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 交 付 し な い 場 合 に

あ っ て は 柏 崎 市 看 護 師 養 成 所 入 学 祝 い 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第

３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 へ 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 入 学 祝 い 金 の 交 付 額 ）  

第 ６ 条  入 学 祝 い 金 の 交 付 基 準 及 び 交 付 額 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す

る 。  

⑴  第 ３ 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 で 、 市 内 の 看 護 師 養 成 所 に 入 学 し た

年 の １ 月 １ 日 以 前 に 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  ２ ０ 万 円  

⑵  第 ３ 条 の 規 定 に 該 当 す る 者 で 、 前 号 の 規 定 以 外 の 者  １ ０ 万 円        

（ 申 請 事 項 の 変 更 報 告 、 休 学 報 告 ）  

第 ７ 条  交 付 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下「 交 付 対 象 者 」と い う 。）は 、第

４ 条 の 規 定 に よ り 市 長 へ 提 出 し た 申 請 書 の 記 載 内 容 に 変 更 が 生 じ

た 場 合 又 は １ 月 以 上 の 療 養 休 学 等 の 長 期 休 学 を 取 得 し た 場 合 は 、 速

や か に 柏 崎 市 看 護 師 養 成 所 入 学 祝 い 金 申 請 内 容 変 更 報 告 書 （ 別 記 第

４ 号 様 式 ） に 変 更 内 容 又 は 休 学 期 間 が 分 か る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 入 学 祝 い 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 交

付 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 既 に 交 付 し た 入 学 祝 い 金 の 一 部 又 は 全 部

の 返 還 を 、 交 付 対 象 者 又 は 連 帯 保 証 人 に 柏 崎 市 看 護 師 養 成 所 入 学 祝

い 金 返 還 命 令 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 命 ず る も の と す る 。  

⑴  提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た と き 。  

⑵  看 護 師 養 成 所 を 退 学 し た と き 。  

⑶  前 ２ 号 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

（ 入 学 祝 い 金 の 返 還 免 除 ）  

第 ９ 条  前 条 第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 交 付 対 象 者 が 次 の

各 号 の い ず れ か の 事 由 に よ り 看 護 師 養 成 所 を 退 学 し た 場 合 は 、 前 条

の 規 定 に よ る 入 学 祝 い 金 の 返 還 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る も の と

す る 。  

 ⑴  死 亡 又 は 心 身 の 故 障 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 退 学 し た と き 。  
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 ⑵  入 学 す る 市 内 の 看 護 師 養 成 所 の 廃 止 又 は 休 止 そ の 他 交 付 対 象 者

の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 退 学 し た と き 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

入 学 祝 い 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な

お そ の 効 力 を 有 す る 。  


